
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜新規：共同住宅等（設計住宅性能評価）＞

（1）設計住宅性能評価業務　評価料金 単位：円/税込

　・ 設計住宅性能評価：評価住戸数をMとし、延べ床面積に応じて、上表に示す額とします。

　　申請者が、評価対象となる共同住宅等の音環境に係る評価を選択した場合の音環境評価料金は 表(2)(ろ)欄に掲げる額を加算します。

　　申請者が、評価対象となる共同住宅等の長期使用構造等の確認を合わせて依頼する場合は 表(3)(ろ)欄に掲げる額を加算します。

　・1-2・1-4・1-5に関しては、選択した場合も必須項目のみの料金を適用します。

　・寄宿舎については住室数をMとします。また、交付される評価書の数は建物形状によります。

　1.　変更設計住宅性能評価の料金は、対象となる共同住宅等の直前の設計住宅性能評価をUDIが行っている場合は、１回の変更に

　　　 つき、上表(1)(ろ)欄に掲げる料金の額（長期使用構造等の確認を合わせて依頼する場合は 表(3)(ろ)欄に掲げる額を加算した額）

　　　×評価住戸数Mと の1/2とします。ただし、評価書の記載内容に係る変更（評価結果を記載した部分の変更以外）の場合は、

　　　1住戸当たり6,600円（税込）します。

　2.　対象となる共同住宅等の直前の設計住宅性能評価を他機関の者が行っている場合の変更設計住宅性能評価の料金は、上表(1)

　　　(ろ)欄に掲げる料金の額とします。

（2）音環境に係る1住戸当たりの音環境評価の料金　（設計住宅評価） 単位：円/税込

（3）長期使用構造等の確認を併せて行う場合の加算 単位：円/税込

必須項目のみ

選択項目あり

必須項目のみ

選択項目あり

―

（ろ）設計評価料金
基準額＋住戸単価×評価住戸数M

79,200 + 11,880 × M

79,200 + 12,540 × M

132,000 + 11,880 × M

132,000 + 12,540 × M

145,200 + 11,220 × M

145,200 + 11,880 × M

158,400 +   9,900 × M

158,400 + 10,560 × M

（い）１棟の延べ床面積

2,000㎡超～3,000㎡以下

選択項目

必須項目のみ

選択項目あり

500㎡超～1,000㎡以下

1,000㎡超～2,000㎡以下

必須項目のみ

選択項目あり

必須項目のみ

選択項目あり

（（1）の（ろ）欄）+音環境評価料×M

8-1～8-4の音環境項目 2,750 ×M

（い）1棟の延べ床面積 （ろ）長期優良（共同住宅等）料金　　　　　　　　長期優良住戸数M

266,400 +   8,580 × M

266,400 +   9,240 × M

別途見積もりによる

～500㎡以内

5,000㎡超～7,000㎡以下

　　7,000㎡超～10,000㎡以下

　　　10,000㎡超～

3,000㎡超～5,000㎡以下

必須項目のみ

必須項目のみ

選択項目あり

選択項目あり

184,800 +   8,580 × M

184,800 +   9,240 × M

224,400 +   8,580 × M

224,400 +   9,240 × M

7,000㎡超～10,000㎡以下 6,600 × Ｍ

　　　　　　10,000㎡超～ 別途見積もりによる

（ろ）音環境評価料金

～1,000㎡以内 7,920 × Ｍ

1,000㎡超～2,000㎡以下 6,600 × Ｍ

2,000㎡超～3,000㎡以下 6,600 × Ｍ

3,000㎡超～5,000㎡以下 6,600 × Ｍ

5,000㎡超～7,000㎡以下 6,600 × Ｍ

（い）性能表示事項
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（4）型式認定・製造者認証を用いた共同住宅等の評価料金 単位：円/税込

必須項目のみ

選択項目あり

―

―

―

―

必須項目のみ

選択項目あり

―

―

―

―

　・ 設計住宅性能評価：評価住戸数をMとし、延べ床面積に応じて、上表に示す額とします。

　　申請者が、評価対象となる共同住宅等の長期使用構造等の確認を合わせて依頼する場合は 表(5)に掲げる額を加算します。

　・1-2・1-4・1-5に関しては、選択した場合も必須項目のみの料金を適用します。

　・寄宿舎については住室数をMとします。また、交付される評価書の数は建物形状によります。

（5）長期使用構造等の確認を併せて行う場合の加算（型式認定・製造者認証を用いた共同住宅等）

＜新規：共同住宅等（建設住宅性能評価）＞

（1）建設住宅性能評価業務　評価料金 単位：円/税込

　・建設住宅性能評価：評価住戸数をM、検査回数をNとし、延べ床面積に応じて、上表に示す額とします。

　・申請者が、評価対象となる共同住宅等の音環境に係る評価を選択した場合の音環境評価料金は、表(2)(ろ)欄に掲げる額を加算します。

　・寄宿舎については住室数をMとします。また、交付される評価書の数は建物形状によります。

　1. 変更建設住宅性能評価の料金は、対象となる共同住宅等の直前の建設住宅性能評価をUDIが行っている場合は、１回の変更に

　　  つき、上表(1)(ろ)欄に掲げる料金の額の1/2とします。ただし、評価書の記載内容に係る変更（評価結果を記載した部分の変更以外）

　　　の場合は、1住戸当たり6,600円（税込）します。

　2. 対象となる共同住宅等の直前の建設住宅性能評価を他機関の者が行っている場合の変更建設住宅性能評価の料金は、上表(1)(ろ)

　　 欄に掲げる料金の額とします。

　3. 建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等に係る設計住宅性能評価を他機関の者が行っている場合の建設住宅性能評価の料金は、

　　  上表(1)(ろ)欄に掲げる料金の3/2の額とします。

　4. 遠隔地割増手数料は、遠隔地割増手数料の表とします。

7,920 × Ｍ

（い）１棟の延べ床面積

7,000㎡超～10,000㎡以下 145,200 × N + 16,500 × M

（ろ）建設評価料金
基準額×N＋住戸単価×評価住戸数M

 　　10,000㎡超～ 別途見積もりによる

業務量が概ね

40％以上軽減

200㎡以下

設計住宅性能評価

建設住宅性能評価

（他機関で設計住宅性能評価）

変更建設住宅性能評価

200㎡を超え

設計住宅性能評価

建設住宅性能評価

（他機関で設計住宅性能評価）
205,700 + 7,920 × M 143,000 + 7,920 × M

変更建設住宅性能評価 31,900 + 7,920 × M 24,200 + 7,920 × M

158,400 + 5,500 × M

158,400 + 5,940 × M

39,600 + 1,540 × M

126,500 + 7,920 × M建設住宅性能評価

173,800 + 7,920 × M

31,900 + 7,920 × M

変更設計住宅性能評価

94,600 + 7,920 × M

118,800 + 7,920 × M

24,200 + 7,920 × M

項目

変更設計住宅性能評価

建設住宅性能評価

１棟の

延べ床面積
選択項目

業務量が概ね20%以上

40％未満軽減

126,500 + 5,500 × M

126,500 + 5,940 × M

31,900 + 1,540 × M

110,000 + 7,920 × M

79,200 + 5,500 × M

79,200 + 5,940 × M

24,200 + 1,540 × M

79,200 + 7,920 × M

94,600 + 5,500 × M

94,600 + 5,940 × M

24,200 + 1,540 × M

～500㎡以内 52,800 × N + 19,800 × M

500㎡超～1,000㎡以下 66,000 × N + 19,800 × M

1,000㎡超～2,000㎡以下 72,600 × N + 19,250 × M

2,000㎡超～3,000㎡以下 79,200 × N + 18,150 × M

3,000㎡超～5,000㎡以下 92,400 × N + 16,500 × M

5,000㎡超～7,000㎡以下 118,800 × N + 16,500 × M

１棟の延べ床面積
業務量が概ね20%以上

40％未満軽減
業務量が概ね40％以上軽減

200㎡以下 7,920 × Ｍ 7,920 × Ｍ

200㎡を超え1,000㎡以下 7,920 × Ｍ
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（2）音環境に係る1住戸当たりの音環境評価の料金　（建設住宅評価） 単位：円/税込

＜新規：共同住宅等（劣化対策等級２又は3、その他等級１の場合）＞ 単位：円/税込

　（注）木造3階建以下で、UDIにて確認申請を行った場合に限ります。

＜その他：共同住宅等（共通）＞ 単位：円/税込

＜遠隔地割増手数料＞ 単位：円/税込

（注）上記の割増手数料は検査が対象となり、検査回数1回に対する手数料となります。

UDIで同時に2種類以上の検査を実施する場合は下記の通りとします。

・基準法の検査が同時の場合：基準法の遠隔地割増手数料を適用とします。

・基準法以外の検査が同時の場合：上記割増手数料の1申請分を適用とします。

対象地域 割増手数料

【群馬県】

渋川市、沼田市、吉岡町、東吾妻町、長野原町、草津町、中之条町、みなかみ町、

榛東村、嬬恋村、川場村、片品村、昭和村、高山村

16,500

【栃木県】

日光市、那須塩原市、矢板市、大田原市、那須町、塩谷町

再検査
木造3階以下

その他

評価書の再交付  6,600 ×M

検査報告書の再交付（全検査分） 6,600

取り下げ届

（既に受理・契約した評価料金は返金できません）
0

33,000

建設評価料金の基準額

8-1～8-4の音環境項目 2,750 ×M

項目

建設住宅性能評価 105,600 + 6,600 ×M

手続きの種類 申請料金

（（2）の（ろ）欄）+音環境評価料×M

評価料金
基準額+住戸単価×評価住戸数M（円）

設計住宅性能評価 52,800 + 6,600 ×M

（い）性能表示事項
（ろ）音環境評価料金
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